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雨水を宅地や道路から速やか
に排除して､ 浸水を防ぎます｡

浸水の防除

公共用水域の汚染の原因になっ
ている生活排水などを処理して､
川や海にきれいな水をかえします｡

河川､ 海等の水質保全

資源の有効利用

下水道は､ 水､ 汚泥､ 熱等の多
くの利用可能な資源・エネルギー
を有しており､ それらを再利用す
ることにより､ 省エネルギー､ リ
サイクル社会に貢献することがで
きます｡

第１章 下水道の役割としくみ

１ 下水道の役割

生活環境の改善

○周辺環境の改善
生活や生産活動に伴って生ずる汚
水を速やかに排除することにより､
悪臭や蚊・ハエの発生を防ぎ､ 住宅
周辺の環境を改善します｡

○トイレの水洗化
快適で衛生的な水洗トイレが使え
るようになります｡
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２ 下水道のしくみ
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水処理施設から送られた汚泥は､ 含水
率が高いため､ ここで濃縮します｡

微生物の働きを利用して有機物を分解
し､ 汚泥の安定化と減量化をはかります｡

６ 濃縮槽 ７ 消化槽

各家庭の汚水や雨水を排除する
ために､ 個人の宅地内に設置さ
れる､ ます､ 配水管などの設備

排水設備

事業場などから排出
される有害な物質を
含んだ汚水を下水道
に流す前に､ 処理場
の機能を妨げないよ
うに有害物質を取り
除く施設

除害施設

除害施設
排水設備 汚水

管

雨水
管

８ 脱水施設

１ 沈砂池
ここで､ 汚水中の土砂､ 大きなゴミを取り

除き､ ポンプで最初沈殿池へ送水します｡

２ 最初沈殿池
沈砂池から送られてきた汚水をゆるやかに

流し､ 小さなゴミや土砂を沈殿させ取り除き
ます｡

３ 反応槽
バクテリアなどの活性汚泥 (好気性微生物

を多量に含んだ汚泥) を加え空気を吹き込み
ます｡
微生物が､ 空気 (酸素) と汚水中の有機物

により繁殖するため､ 有機物 (汚れ) が分解
(減少) されます｡

凝集剤を加え固まりやすくした汚泥を脱水
し､ 搬出します｡

４ 最終沈殿池
沈みやすくなった汚れをもう一度沈殿させ､

きれいな上澄み水と活性汚泥の層に分離しま
す｡
きれいな上澄み水は消毒槽へ､ 活性汚泥は

反応槽へ､ 余った汚泥は汚泥処理へ送られま
す｡

５ 消毒槽
最終沈殿池から送られた上澄み水はここで

消毒され､ 安全で無害な水になり放流されま
す｡
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公共下水道 公共下水道 (狭義)

特定環境保全公共下水道下水道 流域下水道

特定公共下水道都市下水路

汚
水
処
理
施
設

農業集落排水施設

漁業集落排水施設

林業集落排水施設

小規模集合排水処理施設 個別排水処理施設

個別浄化槽 個人設置型浄化槽

コミュニティ･プラント 市町村設置型浄化槽

３ 下水道の種類

家庭や事業所などから排出される汚水を処理する施設を ｢汚水処理施設 (もし
くは生活排水処理施設)｣ といいますが､ 目的､ 地域､ 事業主体の条件等により､
下記のように分けられます｡
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公共下水道

○公共下水道 (狭義)
主として市街化区域 (市街化区域が設定され

ていない都市計画区域にあっては､ 既成市街地
及びその周辺の地域) における下水を排除し又
は処理するもので､ 原則として建設・管理は市
町村が行います｡

○特定環境保全公共下水道
公共下水道で行える区域以外の集落を整備す

るものです｡
特に､ 計画人口が､ 1000人未満の場合は､ 簡

易な下水道として整備されます｡

○特定公共下水道
特定事業者の事業活動に主として利用される

下水道で､ 事業者も建設費の費用負担を行いま
す｡

流域下水道

２以上の市町村の区域における下水を排除す
るもので､ 行政区域にとらわれず広域的に一括
処理する方が効果的な場合に採用され､ 処理場､
幹線管渠等は県が建設・管理します｡

都市下水路

主として市街地内の雨水排除を目的とするも
のです｡



下水道の概念図
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農業集落排水施設

農村地域の生活環境基盤の整備及び農業用用排
水の水質保全に寄与するため､ 農業集落における
し尿､ 生活雑排水等を処理する施設｡

漁業集落排水施設

漁港や周辺海域の生活環境基盤の整備及び水質
保全に寄与するため､ 漁業集落におけるし尿､ 生
活雑排水等を処理する施設｡

林業集落排水施設

山村地域の生活環境基盤の整備を促進するため､
林業経営及び集落におけるし尿､ 生活雑排水等を
処理する施設｡

小規模集合排水処理施設

農業振興地域内の地方単独事業で行う小規模な

集合処理施設｡

個別浄化槽

○ 個別排水処理施設
下水道などで汚水を集合的に処理できない地域

において市町村が行うもの｡

○ 個人設置型浄化槽
下水道などのない地域において生活雑排水等を

処理するもので､ 個人で設置するもの｡

○ 市町村設置型浄化槽
生活排水対策及び生活基盤整備を緊急に実施す

る必要がある地域において､ 市町村自らが設置主
体となって浄化槽の面的整備を行うもの｡

コミュニティ・プラント

開発による住宅団地等で､ 環境省所管の地域し
尿処理施設整備事業により設置された処理施設｡

行政区域 都市計画区域 市街化区域



事業名

項
公 共 下 水 道 事 業

特 定 環 境 保 全
公 共 下 水 道 事 業

流 域 下 水 道 事 業 都 道 府 県 代 行 制 度 農業集落排水事業 漁業集落環境整備事業

所 管
国 国 土 交 通 省 国 土 交 通 省 国 土 交 通 省 国 土 交 通 省 農 林 水 産 省 農 林 水 産 省

県 下 水 道 課 下 水 道 課 下 水 道 課 下 水 道 課 農 村 整 備 課 漁 港 課

国

庫

補

助

採

択

基

準

等

対 象 地 域

都市計画区域内であ
り､ かつ､ 特定環境
保全公共下水道の採
択基準に該当しない
もの

概ね､ １千人以上１
万人以下 (ただし､
水質保全上など特に
緊急に下水道整備を
必要とする地区はこ
の限りではない)

・環境基本法に基づ
く水質環境基準の
定められた水域の
水質保全に必要な
もの
・水域内の人口がい
ずれかに該当する
こと (①～②まで
の２項目有り)
・各処理区の計画人
口がいずれかに該
当すること (①～
②までの２項目有
り)

・自然公園等､ 地域要件
がいずれかに該当する
こと (①～②までの８
項目有り)
・財政力指数が県の過疎
地域の平均以下である
こと
・行政人口が､ 8,000人
以下であること

農業振興地域の整備
に関する法律に基づ
く農業振興地域 (こ
れと一体的に整備す
ることを相当とする
区域を含む) 内の農
業集落

漁港法第６条の規定
により指定された漁
港の背後に位置する
もの｡

対 象 人 口

特に制限なし 概ね､ １千人以上１
万人以下 (ただし､
水質保全上など特に
緊急に下水道整備を
必要とする地区はこ
の限りではない)

特に制限なし ・受益戸数20戸以上
・1,000人程度以下

100～5,000人
(集落排水)
(離島) 50～5,000人

そ の 他 の
要 件

・自然保護のために
施行されるものは
自然公園法第２条
に該当する地区
・生活環境の改善を
図るものは次の一
つに該当するもの
イ) 計画排水人口の
密度が原則として
１ヘクタール当た
り40人以上
ロ) 公共下水道又は
流域下水道の整備
に合わせ､ これと
一体的に行うこと
が効率的であるこ
と

地方公共団体が管理
する下水道で､ 二以
上の市町村の区域に
おける下水を排除す
るものであり､ かつ､
終末処理場を有する
もの

上記の要件に該当しなく
ても､ 次の要件に該当す
るもの
・自然公園等､ 地域要件
がいずれかに該当する
こと
(①～⑤までの５項目あ
り)
・行政人口が8,000人以
下であること

①公共下水道計画区
域外を原則
②対象とする汚水に
は､ 重金属などの
有害物質を含むお
それのある工場排
水等は含めないも
のとする
③改築の場合は､ 事
業費が200万円以上
で次のいずれかに
該当すること
ア. 供用開始後７年
以上経過
イ. 対象人口の著し
い増加､ 水質基準
の強化等の条件や
環境の変化が認め
られること

①漁業依存度又は漁
家比率が第１位
②漁港及び漁場環境
の保全のため､ 水
質汚濁の防止を図
る必要性が高い水
域 (閉鎖性水域)
に面する集落
①または②のいずれ
かを満たすもの

補 助 対 象 範 囲

・主要な管渠
・主要な管渠を補完
するポンプ施設
・終末処理場
・終末処理場を補完
するポンプ施設

・主要な管渠
・主要な管渠を補完
するポンプ施設
・終末処理場
・終末処理場を補完
するポンプ施設

・主要な管渠
・主要な管渠を補完
するポンプ施設
・終末処理場
・終末処理場を補完
するポンプ施設

県が施行するもの
・主要な幹線管渠
・ポンプ場
・終末処理場

・末端受益戸数２戸
までの管路施設及
び汚水処理施設等
(概ね100％が補助対
象)

・末端受益戸数２戸
までの管路施設及
び汚水処理施設等
(概ね100％が補助対
象)

補 助 率
管渠等1／2
処理場低率1／2

高率5.5／10

管渠等1／2
処理場低率1／2

高率5.5／10

管渠等1／2
処理場低率1／2

高率2／3

管渠等1／2
処理場低率1／2

高率5.5／10

1／2 1／2

県
費
補
助

県の費用負担

補 助 率
地方負担額 (国費を除く)
の１／２か１／３又はそ
れ以下

※6.5／100 ※6.5／100

市 町 村 負 担 金 1／2, 4.5／10 1／2, 4.5／10 1／4, 1／6
地方負担額 (国費を除く)
の1／2か1／3又はそれ以上

1／2 1／2

う
ち
起
債

起債の種類
・公営企業債 (下水
道事業債) 過疎債

・公営企業債 (下水
道事業債) 過疎債

・公営企業債 (下水
道事業債)

・公営企業債 (下水道事
業債)

・公営企業債 (下水
道事業債)

・公営企業債 (下水
道事業債)

充 当 率
・補助事業90％
・単独事業95％

・補助事業90％
・単独事業95％

・補助事業100％
・単独事業100％

補助事業90％ 補助対象事業90％
単独事業95％

補助対象事業90％

受益者に対する融資助
成 制 度

・農林漁業金融公庫
資金融資制度
・農業近代化資金融
資制度
・農業改良資金融資
制度

・沿岸漁業改善資金
の融資制度
・漁業近代化資金の
融資制度

生活排水処理施設の概要
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供用
開始
まで
の施
設



事業名

項
林業集落環境整備事業

小規模集合排水処理
施 設 整 備 事 業

個別排水処理施設
整 備 事 業

浄化槽設置整備事業
浄 化 槽 市 町 村
整 備 推 進 事 業

コミュニティ･プラント

所 管
国 農 林 水 産 省 総 務 省 総 務 省 環 境 省 環 境 省 環 境 省

県 林 業 振 興 課 市 町 村 総 室 市 町 村 総 室 環 境 保 全 課 環 境 保 全 課 環 境 保 全 課

国

庫

補

助

採

択

基

準

等

対 象 地 域

特定市町村及び準特
定市町村の区域内

制限なし ①下水道等の集合処
理施設区域の周辺
地域
②浄化槽市町村整備
推進事業の対象地
域

雑排水対策を促進す
る必要がある地域

生活排水処理を緊急
に促進する必要があ
る地域

制限なし

対 象 人 口

原則として概ね1,000
人以下
受益戸数は20戸以上
(過疎地域､ 振興山
村は10戸以上)

特に制限なし 特に制限なし 特に制限なし 20戸以上／年 101人以上30,000人未
満

そ の 他 の
要 件

・林業整備に係る事
業費が､ 総事業費
の概ね２分の１以
上

・公共下水道計画区域
外
・農業振興地域におい
ては､ 農業集落排水
施設に係る国庫補助
制度の対象外である
こと
・特別会計により経理
を行うこと
・市町村の公営企業と
して実施され適正な
使用料が徴収される
ものであること

・公共下水道計画区
域外
・特別会計により経
理を行うこと
・市町村の公営企業
として実施され適
正な使用料が徴収
されるものである
こと

①公共下水道計画区
域外
②市町村の補助制度
が前提

①公共下水道計画区
域外
②設置後の合併処理
浄化槽の適正な維
持管理を確実に確
保するための住民
等の協力体制が整っ
ていること
③市町村の公営企業
として実施され適
正な使用料が徴収
されるものである
こと

①公共下水道計画区
域外

補 助 対 象 範 囲

・末端受益戸数２戸
までの管路施設及
び終末処理施設

・補助基本額が定め
られている

・補助基本額が定め
られている

環境省が認める施設
(概ね100％が補助
対象)

補 助 率
1／2
ただし､ 過疎､ 振興
山村は5.5／10

補助基本額の1／3 補助基本額の1／3 1／3 (公害防止計画
地域は1／2)

県
費
補
助 補 助 率 15／100 補助基本額の1／3 6.5／100

市 町 村 負 担 金 １／2､ 4.5／10 残額 残額 残額

う
ち
起
債

起債の種類
・公営企業債 (下水
道事業債)

・公営企業債(下水道事
業債)､過疎債､辺地債

・公営企業債(下水
道事業債)､過疎債､
辺地債

・公営企業債 (下水
道事業債)､ 過疎
債､ 辺地債

特別地方債 (一般廃
棄物処理事業債)､
財源対策債

充 当 率
補助対象事業90％ 単独事業90％ 単独事業90％ ・補助対象事業85％

・単独事業95％
・補助対象事業95％

受益者に対する融資助
成 制 度

・住宅金融公庫の融
資制度
・生活排水処理施設
整備資金融資・あっ
せん
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管 渠 等 終末処理場
補助事業 単独事業 補助事業 単独事業

受益者負担金等

管 渠 等

県：市町村
１：１ １：１ １：１ １：１ １：１

補助事業 単独事業 補助事業 単独事業

終末処理場

県：市町村

国 費

起 債

国 費

起 債

起 債 債起

国 費

起 債

国 費

起 債

起 債 起 債起 債

起 債 起 債起 債

４ 下水道事業の財源

� 公共下水道及び特定環境保全公共下水道

� 流域下水道
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第２章 社会資本整備重点計画における下水道事業
１ 国の整備目標【2003年 (Ｈ15) から2007年 (Ｈ19) まで】

基本方針

事業の概要と指標

国民の視点､ 流域管理､ 多様な主体との連携・協力､ 施設の効率的な管理運営､
国際化への対応といった点に留意しつつ､ 下水道の重点的かつ計画的な整備を推進

暮らし～衛生的で快適な生活の実現
○地域の特性に応じ､ 浄化槽等との適切な役割分担の下､ 未普及地域の解消を図る｡

安全～大雨にも安全な都市づくり
○河川事業との連携､ 雨水浸透の積極的導入､ ハザードマップ作成等のソフト対策など､ 総

合的な都市浸水対策を推進｡
○特に､ 著しい浸水被害のおそれのある地域で､ 早急に安全性を確保｡

環境～良好な水環境の形成
○水質保全上重要な地域において､ 普及拡大に加え高度処理施設の整備を促進｡
○排出負荷量を分流式下水道と同程度以下に削減することを目的に､ 合流式下水道を緊急に

改善

環境～循環を基調とした環境負荷の削減
○下水道汚泥の減量化・有効利用の推進｡
○下水汚泥焼却に伴い発生する一酸化二窒素等の温室効果ガスの排出抑制対策を推進｡

その他～下水道施設の徹底的な活用
○親水空間の整備や処理水･雨水の有効利用､ 処理場の上部空間の緑化等､ 水･緑環境を創出｡
○ヒートアイランド現象の緩和､ 光ファイバーの収容､ 温冷熱エネルギーの有効活用等､ 都

市再生にも最大限活用｡
○施設機能を良好に維持できるよう､ 計画的な再構築を推進｡

【汚水処理人口普及率】76％ (Ｈ14) →86％ (Ｈ19)
【下水道処理人口普及率】65％ (Ｈ14) →72％ (Ｈ19)

【床上浸水を緊急に解消すべき戸数】約９万個 (Ｈ14) →約６万戸 (Ｈ19)
【下水道による都市浸水対策達成率】51％ (Ｈ14) →54％ (Ｈ19)

【環境基準達成のための高度処理人口普及率】11％ (Ｈ14) →17％ (Ｈ19)
【合流式下水道改善率】15％ (Ｈ14) →40％ (Ｈ19)

【下水汚泥リサイクル率】60％ (Ｈ14) →68％ (Ｈ19)
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五箇年計画
期 間

背 景 等
計画額
実績額
達成率

整 備 指 標

整 備 目 標 達成実績

第１次

Ｓ38～Ｓ42

(実際には～Ｓ41)

生活環境施設整備の中心的役割を担う
4,400億円
2,963億円
67.3％

排水面積普及率
16→27％ 20％

第２次

Ｓ42～Ｓ46

(実際には～Ｓ45)

下水道行政の一元化
水質汚濁対策としての第一歩

9,300億円
6,178億円
66.4％

排水面積普及率
20→33％ 23％

第３次

Ｓ46～Ｓ50

下水道法改正
｢公共用水域の水質保全｣ を目的に追加
流域下水道の法制化

2兆6,000億円
2兆6,241億円

100.9％

処理区域面積普及率
23→38％ 26％

第４次

Ｓ51～Ｓ55

ナショナルミニマムとしての認識
特環の制度化

7兆5,000億円
6兆8,673億円

91.6％

処理人口普及率
23→40％ 30％

第５次

Ｓ56～Ｓ60

総量規制への対応
三全総の定住圏構想

11兆8000億円
8兆4,781億円

71.8％

処理人口普及率
30→44％

36％

第６次

Ｓ61～Ｈ2

維持管理の充実
処理水等の有効利用

12兆2000億円
11兆6,913億円

95.8％

①処理人口普及率
36→44％

②雨水排水整備率
35→43％

①44％

②43％

第７次

Ｈ3～Ｈ7

中小市町村の整備促進
大都市等における機能改善､ 質的向上
公共投資基本計画

16兆5,000億円
16兆7,106億円

101.3％

①処理人口普及率
44→54％

②雨水排水整備率
40→49％

高度処理人口
230→750万人

①54％

②47％

730万人

第８次

Ｈ8～Ｈ14

中小市町村等の整備促進
下水道資源・施設の有効利用
下水道施設の高度化
構造改革のための経済社会計画

23兆7,000億円
24兆6,462億円

121.0％

①処理人口普及率
54→66％

②雨水排水整備率
46→55％

高度処理人口
513→1,500万人

①65％

②51％
1,427万人

五箇年計画
期 間

背 景 等
整 備 指 標

整 備 目 標 達成実績

Ｈ15年度より社会
資本整備重点計画
へ名称変更

Ｈ15～Ｈ19

良好な居住環境の形成
水害等の災害に強い国土づくり
循環型社会の形成
良好な水環境への改善

①汚水処理人口普及率
76→86％

②床上浸水を緊急に解消すべき戸数
約９万戸→約６万戸

③高度処理人口普及率
11→17％

① ％

② 万戸

③ ％

下水道整備五(七)箇年計画の推移
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下水道事業の重点目標

・流域下水道の計画的整備

・中小市町村の普及促進

・老朽施設の改築更新

・施設の高度化及び耐震化

・雨水整備の促進による浸水区域の解消

・バイオマス利活用の推進

目 標(処理人口)
95.4万人(平成15年度)

↓
概ね112.0万人 (平成19年度)

※社会資本整備重点計画 (2003～2007) 及び
熊本県生活排水処理施設整備構想による

総合計画

創造にあふれ､ “生命
い の ち

が脈うつ”くまもと基本目標

新世紀を支える基盤が充実するくまもと

次の世代へ継承する豊かな環境をはぐくむくまもと
計画のめざす姿

快適さに満ちた環境づくり

●魅力ある快適な生活基盤づくり

循環を基調とする環境調和型社会の実現

●水環境の保全

基本計画

基 盤

環 境

２ 県の整備目標

本県の施策である ｢パートナーシップ21くまもと｣ を目標とした熊本県総合計画に基づき､ 豊か
で明るい暮らしと快適な環境を創造していくため､ 下水道整備を緊急課題として掲げ､ 積極的に取
り組んでいます｡
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◎H16年度末事業実施○整備構想 (H15策定) あり

市町村名
下 水 道

農集 漁集 林集 コミ
プラ

小規
模

個別
処理 市町村名

下 水 道
農集 漁集 林集 コミ

プラ
小規
模

個別
処理公共 特環 簡易 公共 特環 簡易

熊 本 市 ◎ ○ ○ ◎ 西 原 村 ◎

八 代 市 ◎ ◎ 南阿蘇村 ○ ○ ◎

人 吉 市 ◎ ○ ◎ 御 船 町 ◎ ○ ◎

荒 尾 市 ◎ ○ ◎ 嘉 島 町 ◎ ◎

水 俣 市 ◎ ◎ ◎ 益 城 町 ◎ ◎ ◎

玉 名 市 ◎ ○ ◎ 甲 佐 町 ○ ◎

本 渡 市 ◎ ○ ○ ○ ◎ 山 都 町 ○ ◎

山 鹿 市 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ 坂 本 村 ◎

牛 深 市 ○ ○ ○ ○ ◎ 千 丁 町 ◎ ◎

菊 地 市 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ 鏡 町 ◎ ◎

宇 土 市 ◎ ○ ○ ◎ 竜 北 町 ◎ ○ ◎

上天草市 ◎ ○ ○ ◎ ◎ 宮 原 町 ◎ ◎

宇 城 市 ◎ ○ ◎ ○ ◎ 東 陽 村 ◎ ◎ ◎

阿 蘇 市 ◎ ○ ○ ○ ◎ 泉 村 ◎ ◎

城 南 町 ◎ ◎ ◎ 芦 北 町 ◎ ◎

富 合 町 ◎ ◎ 津奈木町 ◎

美 里 町 ○ ○ ◎ 錦 町 ◎ ○ ◎

岱 明 町 ◎ ◎ 多良木町 ◎ ◎

横 島 町 ◎ ◎ 湯 前 町 ◎ ◎

天 水 町 ○ ◎ ◎ 水 上 村 ◎ ◎ ◎ ◎

玉 東 町 ◎ 相 良 村 ◎ ◎

菊 水 町 ◎ ◎ 五 木 村 ◎ ◎

三加和町 ◎ 山 江 村 ◎ ◎

南 関 町 ◎ ◎ 球 磨 村 ◎

長 洲 町 ◎ ◎ あさぎり町 ◎ ◎ ◎

植 木 町 ◎ ◎ ◎ 有 明 町 ◎

大 津 町 ◎ ○ ◎ 御所浦町 ◎ ○ ◎

菊 陽 町 ◎ ◎ 倉 岳 町 ◎ ◎ ◎

合 志 町 ◎ ◎ ◎ 栖 本 町 ○ ◎

西合志町 ◎ ◎ ◎ ◎ 新 和 町 ○ ○ ◎

南小国町 ◎ ◎ ◎ 五 和 町 ○ ○ ◎ ◎

小 国 町 ○ ◎ ○ ◎ 苓 北 町 ◎ ◎ ◎

産 山 村 ◎ 天 草 町 ◎ ◎

高 森 町 ○ ○ ◎ 河 浦 町 ◎ ◎ ◎

３ 熊本県生活排水処理施設整備構想
～ふるさとの川や海をみんなで守り育てるために～

本県では､ 生活排水処理施設の整備を効果的､ 効率的にかつ着実に推進するため､ 市町村の意向
をふまえながら､ 地域の立地特性や整備の緊急性等を勘案し､ 総合的な整備構想をとりまとめまし
た｡ 本構想によると平成16年度末時点で県下68市町村のうち48市町村が下水道事業を実施予定であ
り､ 40市町村が事業実施中です｡
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( ) 内書きは重複市町村数

調査箇所名
計 画
基 準
年 次

計 画
目 標
年 次

流域面積

(�)

調査対象

市町村数

環境基準指定水域

及び年月日

白川・坪井川

及び緑川
平成７年度 平成27年度 1,710

(5)

20

白川坪井川及び緑川

Ｓ47.12.21

菊池川・有明北部水域

及び筑後川上流
平成７年度 平成27年度 1,730

(6)

18

菊池川 Ｓ50.10.16

有明北部 Ｓ49. 8.31

筑後川 Ｓ48. 3.31

八代海 昭和53年度 平成17年度 3,020
(1)

31

球磨川 Ｓ46. 5.25

八代地方 Ｓ46. 5.25

八代海 Ｓ51. 6. 1

氷川等水域 Ｓ52. 1.29

４ 流域別下水道整備総合計画 (流総計画)

流域別下水道整備総合計画は､ 水質環境基準の類型指定がなされている海､ 河川等 (公共用水域)
の水質環境基準を達成するための各水域ごとの下水道整備に関する総合的な基本計画で､ 個々の下
水道計画の上位計画として位置付けられ､ 今後の事業を進めるうえでの指針となるものです｡
本県では３流域について計画を策定しています｡
また､ 現在の河川を対象とした流総計画を､ 海域も含めた流総計画 (有明海､ 八代海) として見

直し作業中です｡

計画の内容

① 下水道の整備に関する基本方針の策定
② 下水道により下水を排除し､ 処理すべき区域の選定
③ ②の区域に係る下水道の根幹的施設の配置､ 構造及び能力の選定
④ ②の区域に係る下水道整備事業の実施順位の決定

熊本県の流域別下水道整備総合計画
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流域別下水道整備総合計画
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Ｔ Ｔ

農業集落排水施設

火力発電所

エネルギー供給

乾燥施設､ 焼却施設
炭化施設又は溶融施設 流域

下水道

コンポスト化工場

建設資材化工場等

市街化区域

漁漁業業集集落落排排水水施施設設

コンポスト

緑農地へ

建設資材

建設骨材等

販 売

埋立処分

都都
市市
計計
画画
区区
域域

公共下水道
流域関連公共下水道

特特定定環環境境保保全全公公共共下下水水道道
Ｂ町

Ｃ町

浄浄化化槽槽

林業集落排水施設

５ 下水汚泥処理総合計画

下水道整備の進捗とともに発生する下水汚泥の量は増加し､ その減量化や処分地確保並びに有効
利用の促進が喫緊の課題となっています｡ 本計画は､ 広域的な観点から､ 散在する終末処理場を有
機的に連結させ､ 経済的で効率的な下水汚泥処理体制を計画するもので､ 平成14年10月に策定され
ました｡
下水汚泥処理総合計画では下記の事項を定めています｡

� 基本構想
ア� 汚泥処理の地域割
イ� 汚泥の有効利用及び処分の方針

� 基本計画
ア� 汚泥処理の区域割
イ� 広域処理すべき区域における汚泥処理基地の選定
ウ� イ�に伴う汚泥輸送・処理方式の選定

■広域下水汚泥リサイクルのイメージ
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処理人口 (千人) 総人口 (千人)
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年度

項目
２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16

総 人 口(千人) 1,849.8 1,851.4 1,854.9 1,858.9 1,862.3 1,865.4 1,868.1 1,870.0 1,870.5 1,869.8 1,870.4 1,869.1 1,866.5 1,862.9 1,858.0

処理人口(千人) 527.3 573.4 621.4 665.0 694.3 723.5 749.7 776.0 808.8 836.6 869.5 927.3 953.7 980.3 999.2

普 及 率( ％ ) 28.5 31.0 33.5 35.8 37.3 38.8 40.1 41.5 43.2 44.7 46.5 49.6 51.1 52.6 53.8

全国普及率(％) 44.0 45.0 47.0 49.0 51.0 54.0 55.0 56.0 58.0 60.0 62.0 63.5 65.2 66.7 68.1

第３章 下水道事業の現況
１ 下水道の普及状況
県下の公共下水道事業は､ 熊本市が浸水解消を図るため昭和23年に戦災復旧事業の一環として事

業着手したのが最初です｡
その後､ 下水道の必要性が認識され､ 昭和43年度に荒尾市が熊本市に次いで事業に着手し､ 以後､
順次施行市町村の増加を見るに至り､ 平成16年度末では､ 県下68市町村のうち13市26町１村 (13市
26町１村１組合) が事業を行っています｡
平成16年度末において､ 公共下水道を供用開始しているのは､ 13市22町１村 (13市22町１村１組

合) で､ 処理人口は999.2千人､ 普及率は対県人口比で53.8％となっています｡
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全国 普及率

熊本県 普及率



県内市・町村別(人口規模)下水道実施状況

(平成16年度末)
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％ 市・町村別普及率

町村人口規模別普及率

3333..66

都 市 種 別
市 町村 県計

人 口 規 模 ２万人以上 １～２万人 １万人未満

総 人 口 (千人) 1,271.2 586.8 218.5 188.3 180.0 1,858.0

処理人口 (千人) 795.4 203.7 114.3 63.3 26.1 999.2

総 市 町 村 数 14.0 54.0 8.0 13.0 33.0 68.0

実 施 市 町 村 数 13.0 27.0 6.0 9.0 12.0 40.0

供用開始市町村数 13.0 23.0 5.0 9.0 9.0 36.0

普 及 率 (％) 62.6 34.7 52.3 33.6 14.5 53.8
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注) 現況の処理区域内人口は汚水に係わるもので､ 雨水を除く｡

２ 公共下水道 (市町村事業)

平成16年度末 下水道普及率

都 市 名
行政人口
(住基台帳)
17.3.31現在

着手
年度

処理
開始
年度

事業計画(全体) 下水道整備実績 (平成17年３月)
備 考処理人口

(人)
処理区域内
人口 (人)

普及率
(％)

公

共

熊 本 市 657,699 23 42 706,000 541,918 82.4 流関含む

八 代 市 105,154 48 59 84,300 31,962 30.4

人 吉 市 37,758 49 56 35,400 26,459 70.1

荒 尾 市 57,151 43 47 58,800 35,776 62.6

水 俣 市 29,784 50 3 22,700 13,104 44.0

玉 名 市 45,113 47 55 43,000 20,220 44.8

本 渡 市 39,800 46 52 28,100 24,662 62.0

山 鹿 市 59,785 44 49 29,300 24,875 41.6 一部特環

菊 池 市 52,788 53 58 30,400 21,113 40.0 一部特環

宇 土 市 38,743 48 54 38,300 25,865 66.8

上 天 草 市 35,191 50 3 9,300 4,099 11.6 特環

宇 城 市 64,182 55 61 48,820 20,754 32.3 一部特環

阿 蘇 市 30,154 52 60 10,400 4,611 15.3

実 施 1 3 市 計 1,253,302 1,144,820 795,418 63.5

未着手１市計 17,884

全 1 4 市 計 1,271,186

処理人口／行政人口＝ 795,418 ÷ 1,271,186 ＝ 62.6％
城 南 町 19,635 4 10 11,000 5,989 30.5

富 合 町 8,007 10 14 15,000 1,287 16.1

岱 明 町 14,760 51 2 14,700 10,633 72.0

菊 水 町 6,809 9 (17) 2,800 0 0.0

南 関 町 11,705 6 13 3,400 1,500 12.8

長 洲 町 17,871 51 60 18,100 16,949 94.8

植 木 町 31,366 15 (18) 16,800 0 0.0

大 津 町 29,028 56 63 31,500 15,340 52.8

菊 陽 町 31,459 58 63 42,000 28,274 89.9

合 志 町 22,699 59 63 24,700 22,219 97.9 公共＋組合

合 志 町 17,154 59 63 18,700 16,917 98.6 公共分のみ

合志西合志組合 5,545 6,000 5,302 95.6 特環

西 合 志 町 29,177 52 55 29,700 25,855 88.6 公共＋組合

西 合 志 町 23,914 52 55 23,900 21,209 88.7 公共分のみ

合志西合志組合 5,263 5,800 4,646 88.3 特環

南 小 国 町 4,917 14 (19) 2,060 0 0.0

御 船 町 18,542 54 5 11,700 7,965 43.0

嘉 島 町 8,614 14 (17) 14,200 0 0.0

益 城 町 32,936 60 5 27,200 22,629 68.7

千 丁 町 7,083 7 13 7,700 4,392 62.0

鏡 町 16,273 7 13 19,000 4,839 29.7

竜 北 町 8,682 7 13 10,300 3,544 40.8

宮 原 町 5,083 51 54 8,500 1.970 97.8

錦 町 12,115 5 10 9,680 1,453 12.0

多 良 木 町 11,871 5 10 8,410 3,720 31.3

湯 前 町 4,929 9 12 4,070 2,429 49.3

水 上 村 2,668 9 12 990 1,069 40.1

あ さ ぎ り 町 18,046 5 10 15,050 10,269 56.9

苓 北 町 8,803 6 11 6,900 6,618 75.2

天 草 町 4,582 8 12 1,800 661 14.4

河 浦 町 6,297 8 12 1,360 1,139 18.1

実施27町村計 393,957 358,620 203,743 51.7

未着手27町村計 192,855

全 5 4 町 村 計 586,812

処理人口／行政人口＝ 203,743 ÷ 586,812 ＝ 34.7％
実施40市町村計 1,647,259 1,503,440 999,161 60.7

未着手28市町村計 210,739

全68市町村計 1,857,998

処理人口／行政人口＝ 999,161 ÷ 1,857,998 ＝ 53.8％
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処理区名 熊本北部 総事業費 (流域) (億円) 416
処理場名 熊本北部浄化センター 処理場位置 熊本市鶴羽田町

全体計画処理人口 (人) 210,000 全体計画 昭和57年～平成32年

全体計画処理面積 (ha) 4,146 排除方式 分流式

全体計画汚水量 (�／日) 146,200 供用開始時期 平成元年３月

全体計画処理能力 (�／日) 148,900 水処理方式 標準活性汚泥法

幹線管渠延長 (㎞) 23.3 放流先 坪井川

処理場敷地面積 (ha) 13.5 環境基準 Ｃ―ハ

供用開始処理人口 (人) 140,874(H16年度末) 処理能力 (�／日) 67,700(H16年度末)
供用開始処理面積 (ha) 3,052(H16年度末) 日平均流入水量 (�／日) 45,709(H16年度実績)

対象市町村 熊本市､ 菊陽町､ 合志町､ 植木町

３ 流域下水道 (県事業)

� 熊本北部流域下水道

熊本都市圏の北東部は､ 熊本市のベッドタウンとして市街化が進んでおり､ 当区域内を流れる二
級河川坪井川及び堀川は､ 生活排水の影響を強く受けて水質環境基準を大きく上回っていました｡
このため熊本市､ 菊陽町及び合志町にまたがる3,568haの区域を対象に昭和57年度から熊本北部

流域下水道事業を実施し､ 平成元年３月に一部の区域を対象に下水の処理を開始しました｡ 平成15
年度には植木町を編入し､ 区域を4,146haに拡大しました｡
また､ 下水処理の中心施設である熊本北部浄化センターの運転管理については�熊本県下水道公

社に委託していますが､ 平成18年度からは指定管理者制度に移行する予定です｡

熊本北部流域下水道概要図
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処理区名 球磨川上流 総事業費 (流域) (億円) 138
処理場名 球磨川上流浄化センター 処理場位置 球磨郡錦町―武地内

全体計画処理人口 (人) 38,200 全体計画 平成５年～平成25年

全体計画処理面積 (ha) 1,597 排除方式 分流式

全体計画汚水量 (�／日) 18,510 供用開始時期 平成11年４月

全体計画処理能力 (�／日) 19,200 水処理方式 オキシデーションディッチ法

幹線管渠延長 (㎞) 34.4 放流先 球磨川

処理場敷地面積 (ha) 5.1 環境基準 Ａ―イ

供用開始処理人口 (人) 18,945(H16年度末) 処理能力 (�／日) 7,200(H16年度末)
供用開始処理面積 (ha) 826(H16年度末) 日平均流入水量 (�／日) 4,053(H16年度実績)

対象市町村
錦町､ 多良木町､ 湯前町､ 水上村､ あさぎり町

※

※平成15年４月１日より上村､ 免田町､ 岡原村､ 須恵村､ 深田村の合併により､
新町 ｢あさぎり町｣

� 球磨川上流流域下水道

球磨川上流流域は､ 周囲を山地に囲まれ､ その中央には球磨川が貫流しています｡ 球磨川は川下
りなどの観光資源､ 鮎などの漁業資源､ 米作などの農業資源として､ 地域の生活と密接に結びつい
ています｡
近年､ 生活環境の変化により､ 水質の悪化が予想されるなか､ 行政区域にとらわれず､ 下水道を

一体的に整備することが水質保全､ 施設の建設､ 維持管理の面からも最も効率的であることから､
平成５年度から９町村にわたる1,582haを対象に事業に着手しました｡
平成11年４月に６ヶ町村 (錦町､ 上村､ 免田町､ 多良木町､ 須恵村､ 深田村) の一部､ 平成12年

４月に岡原村の一部を､ 平成13年４月に湯前町､ 水上村の一部の区域を対象に下水の処理を開始し､
９町村全てにおいて一部使用を開始しました｡
また､ 下水処理の中心施設である球磨川上流浄化センターの運転管理については､ �熊本県下水

道公社に委託していますが､ 平成18年度からは指定管理者制度に移行する予定です｡

球磨川上流流域下水道概要図
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処理区名 八代北部 総事業費 (流域) (億円) 191
処理場名 八代北部浄化センター 処理場位置 八代郡鏡町芝口地内

全体計画処理人口 (人) 51,000 全体計画 平成７年～平成26年

全体計画処理面積 (ha) 1,130 排除方式 分流式

全体計画汚水量 (�／日) 26,700 供用開始時期 平成14年１月

全体計画処理能力 (�／日) 26,700 水処理方式 標準活性汚泥法

幹線管渠延長 (㎞) 15.3 放流先 氷川

処理場敷地面積 (ha) 4.2 環境基準 Ａ―イ

供用開始処理人口 (人) 18,875(H16年度末) 処理能力 (�／日) 6,700(H16年度末)
供用開始処理面積 (ha) 522(H16年度末) 日平均流入水量 (�／日) 3,024(H16年度実績)

対象市町村
八代市 (旧鏡町､ 旧千丁町) ※１ 平成17年８月１日合併により ｢八代市｣
宇城市 (旧小川町) ※２ 平成17年１月15日合併により ｢宇城市｣
氷川町 (旧竜北町) ※３ 平成17年10月１日合併により ｢氷川町｣

� 八代北部流域下水道

八代平野北部に位置する計画区域は､ 八代海に面しており､ 古くから干拓事業が行われ､ 全国で
も有数のい草生産地帯です｡
また､ 八代海は､ その周囲を宇土半島や天草諸島に囲まれ､ 多くの景勝地や好漁場にも恵まれて

います｡
しかし､ 近年の生活様式の多様化や都市化に伴い､ 八代海をはじめとする公共用水域の水質汚濁

が進行している状況にあり､ 行政区域にとらわれず､ 下水道を一体的に整備をすることが水質保全､
施設の建設､ 維持管理の面からも最も効率的であることから､ 平成７年度から４町 (小川町､ 千丁
町､ 鏡町及び竜北町) にわたる1,130haを対象に事業に着手し､ 平成14年１月､ ４町全てにおいて
一部使用を開始しました｡
また､ 下水処理の中心施設である八代北部浄化センターの運転管理については､ �熊本県下水道

公社に委託していますが､ 平成18年度からは指定管理者制度に移行する予定です｡
八代北部流域下水道概要図

― 22 ―



Ｔ�＝処理場天草町特定環境保全公共下水道
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処理場名 下田浄化センター 処理場位置 天草郡天草町下田北

処理面積 (ha) 22 事業期間 平成８年～平成12年

処理人口 (人) 800 排除方式 分流式

処理能力 (�／日) 675 供用開始時期 平成13年４月

代行幹線管渠延長 (㎞) 1.2 水処理方式 オキシデーションディッチ

代行事業費 (百万円) 662 放流先 天草灘

下 田

４ 過疎代行事業 (県事業)

� 天草町特定環境保全公共下水道過疎代行事業

天草町は､ 天草下島の最西端に位置し東シナ海に面しています｡ 産業は水産漁業で県内でも有数
の漁獲高を誇っています｡ また雲仙天草国立公園のなかでも特別地域として指定を受けており天草
西海岸の自然景観､ 天草海中公園､ キリシタン文化､ さらには国内有数の天草陶石等､ 自然的､ 文
化的遺産が多く残っている町です｡ また､ 温泉地もあり､ 生活環境の改善や公共用水域の保全には
住民の関心が強く､ 下水道の整備が求められていました｡
しかし､ 町の財政力､ 技術力不足等から下水道への着手が遅れていたため､ 過疎代行事業により

平成８年度に22haを対象に事業に着手し､ 平成13年４月に供用を開始しました｡

天草町特定環境保全公共下水道概要図
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Ｔ�＝処理場

県施行

町施行

河浦町特定環境保全公共下水道

一町田処理区

一
町
田
汚
水
幹
線

県
道
河
浦
苓
北
線

一町田浄化センター
国
道2
66号

羊 角 湾

処理場名 一町田浄化センター 処理場位置 天草郡河浦町河浦

処理面積 (ha) 53.5 事業期間 平成８年～平成12年

処理人口 (人) 1,360 排除方式 分流式

処理能力 (�／日) 800 供用開始時期 平成13年４月

代行幹線管渠延長 (㎞) 3.5 水処理方式 オキシデーションディッチ

代行事業費 (百万円) 921 放流先 一町田川

河 浦 町

� 河浦町特定環境保全公共下水道過疎代行事業

河浦町は､ 天草下島の中南部に位置し､ かつて炭坑の町として栄えたところです｡
産業は､ 米作､ みかん等の作物とハマチ､ 車エビや真珠を中心とした農漁業が主です｡ 観光面で

もロマン溢れるキリシタン文化史跡を中心とした開発事業に取り組み､ 雲仙天草国立公園の風光明
媚な自然との調和を図っています｡ また､ 暮らしやすい町づくりをテーマに生活環境の整備を推進
している町です｡
しかし､ 町の財政力､ 技術力不足等から下水道への着手が遅れていたため､ 過疎代行事業により

平成８年度に53haを対象に事業に着手し､ 平成13年４月に供用を開始しました｡

河浦町特定環境保全公共下水道概要図
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平成15年度末下水道による都市浸水対策達成率 (社会資本整備重点計画対象区域内)

箇所名
(市町村名
又は
組合名)

社会資本整備
重点計画対象
区域面積

ha

平 成 1 6 年 度 末 整 備 済 区 域 16年
度末
整備
率
％

分流
雨水

ha

合流

ha

都 市
下水路

ha

計

ha
熊 本 市 4,740.0 1,351.0 862.0 0.0 2,213.0 47％

八 代 市 2,450.0 360.5 0.0 56.0 416.5 17％

荒 尾 市 1,110.8 950.1 0.0 42.0 992.1 89％

水 俣 市 738.0 244.3 0.0 0.0 244.3 33％

玉 名 市 553.5 0.0 75.0 0.0 75.0 14％

本 渡 市 673.3 419.0 77.0 0.0 496.0 74％

山 鹿 市 771.0 68.9 33.2 0.0 102.1 13％

菊 池 市 154.0 154.0 0.0 0.0 154.0 100％

菊 陽 町 590.0 325.8 0.0 0.0 325.8 55％

西 合 志 町 470.0 365.5 0.0 0.0 365.5 78％

御 船 町 174.0 57.5 0.0 0.0 57.5 33％

錦 町 312.0 18.8 0.0 0.0 18.8 6％

苓 北 町 251.0 22.0 0.0 0.0 22.0 9％

河 浦 町 11.3 10.9 0.0 0.0 10.9 96％

県 計 12,998.9 4,348.3 1,047.2 98.0 5,493.5 42％

以下は社会資本整備重点計画対象区域以外で下水道により整備 (都市浸水対策達成率には含まない)

八 代 市 ― 0.0 0.0 78.0 78.0 ―

人 吉 市 ― 330.8 0.0 0.0 330.8 ―

本 渡 市 ― 26.1 0.0 0.0 26.1 ―

山 鹿 市 ― 2.0 0.0 0.0 2.0 ―

宇 土 市 ― 50.0 0.0 0.0 50.0 ―

阿 蘇 市 ― 5.0 0.0 0.0 5.0 ―

長 洲 町 ― 66.9 0.0 0.0 66.9 ―

大 津 町 ― 0.0 0.0 52.0 52.0 ―

合 志 町 ― 193.0 0.0 0.0 193.0 ―

益 城 町 ― 131.0 0.0 0.0 131.0 ―

鏡 町 ― 11.0 0.0 0.0 11.0 ―

あさぎり町 ― 5.2 0.0 0.0 5.2 ―

合志西合志 ― 56.0 0.0 0.0 56.0 ―

計 ― 877.0 0.0 130.0 1,007.0 ―

５ 雨水対策としての下水道事業

下水道事業は､ 生活排水等を処理する汚水処理と雨水による浸水を防除する雨水排除に分けられ

ます｡ 雨水排除は､ 公共下水道の雨水管と都市下水路によって行われます｡

社会資本整備重点計画の整備対象面積12,998.9haに対し､ 平成16年度末の整備状況は､ 雨水管､

都市下水路合わせて5,493.5haで､ 整備率42％となっています｡
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○水循環再生型

○ノンポイント汚濁負荷削減型

○再生資源活用型

○未利用エネルギー活用型

○新技術活用型

○高度情報化型

従前のモデル事業との関係

新世代下水道支援事業制度 (旧) 下水道モデル事業等

下線は改変事項

水環境創造事業

①水環境保全共同事業
②水循環・再生下水道モデル事業
③再生水利用下水道事業
④下水道雨水貯留浸透事業
⑤雨水流出抑制施設整備促進事業

市街地排水浄化対策モデル事業
新 世 代 下 水 道
支 援 事 業 制 度

リサイクル推進事業

①下水道渇水対策施設整備事業
②積雪対策下水道事業
③下水汚泥資源利用モデル事業

熱利用下水道モデル事業

機能高度化促進事業

新技術活用モデル事業

①下水道管理高度情報化モデル事業
②下水道情報基盤整備モデル事業
③高度雨水情報提供システムモデル事業

６ 新世代下水道支援事業制度

下水道事業においては､ うるおいのある水辺を提供し良好な都市景観の形成を図ることを目的と

したもの､ 下水処理水､ 汚泥の再利用による資源の有効活用を図るもの､ 快適で安全なまちづくり

に資するもの､ 新しい経済的な方式を取り入れたものなどをモデル事業として実施されてきました｡

なお､ 平成11年度からは､ モデル事業を統合化し ｢新世代下水道支援事業制度｣ が創設されまし

た｡
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旧) 水循環・再生下水道モデル事業

長洲町

浦川第三雨水幹線に自然石の護岸
を施し､ 浄化センターの処理水を送
水しせせらぎ水路の整備を行い､ 地
域住民の憩いのスペースを実現しま
した｡ 平成８年度いきいき下水道建
設大臣賞を受賞しています｡

水環境創造事業(水循環再生型)

事 業 種 別 箇 所 名 事業年度
総事業費
百万円

主な内容

水環境創造事業
旧) 水循環・再生下水道モデル事業

(ホタルの里づくり)

人吉市
公共下水道

Ｓ59～Ｈ12 10,217
川下りで有名な球磨川の水質保全を図るととも

に､ 市内の水路の水質改善を図り､ 市民に憩いの
場を提供する｡

水環境創造事業
旧) 水循環・再生下水道モデル事業

長洲町
公共下水道

Ｈ５～Ｈ９ 541

熊本緑の百選に選ばれた ｢新塘の松林｣ に並行
している浦川第三雨水幹線を､ 下水処理水の再利
用で水質の改善及び水量の確保を図り､ 水をテー
マとしたアメニティ豊かな ｢金魚と鯉の郷広場｣
の建設と併せて､ 地域住民の憩いのスペースとし
ての水景施設と自然に親しむ安らぎ景観の創設を
図る｡

水環境創造事業
旧) 水循環・再生下水道モデル事業

八代市
都市下水路

Ｓ63～Ｈ元 24

宮地幹線をアピール下水道 (麓川貯水作戦) で
整備し､ それに合わせ本事業で豊かな自然環境の
保全と都市美の創出､ 緑化の推進や親水性の確保
に努めながら､ 市民の快適な環境を図る｡

水環境創造事業
旧) 水循環・再生下水道モデル事業

人吉市
公共下水道

Ｈ元～Ｈ４ 45
頭無川の河道改修に伴い､ ホタル生息可能な河

道及び周辺を植栽等により環境整備を行い､ 市民
の憩いの場として､ ホタルの里づくりを目指す｡

水環境創造事業
旧) 水循環・再生下水道モデル事業

長洲町
公共下水道

Ｈ６ 66

下水処理水をアメニティ下水道モデル事業で導
水し､ せせらぎを復活させた浦川第三雨水幹線の
水路を親水的な構造とし､ さらに水路に沿って遊
歩道を設置したり植栽することにより､ 地域住民
の憩いのスペースの創設を図る｡

水環境創造事業
旧) 水循環・再生下水道モデル事業
(水前寺江津湖クリーン作戦)

熊本市
公共下水道

Ｓ60～Ｈ２ 30,145

市民の憩いの場として親しまれている水前寺公
園及び江津湖を包含する東部処理区の整備を重点
的に行い､ 江津湖の水質環境基準を改善し､ 水質
環境の向上を図る｡

水環境創造事業
旧) 水循環・再生下水道モデル事業

(八代麓川貯水作戦)
八代市

都市下水路
Ｓ60～Ｈ元 241

幹線の流下能力が限られているため､ 既存河川
を利用した貯水池を設け流出調整を行う｡ また､
遊歩道や親水広場を設け市民の憩いの場として整
備する｡

水環境創造事業
旧) 下水道雨水貯留浸透事業

(雨水浸透式下水道)

菊陽町
公共下水道

Ｓ59～Ｓ63 955
浸透性が大きい阿蘇火砕流 (砂礫層) を利用し

た浸透性雨水流出抑制池を設置することにより､
浸水区域の解消を図る｡

リサイクル推進事業
旧) 下水道渇水対策施設整備事業

熊本市
公共下水道

Ｈ９ 4
渇水期の対策として､ 街路樹の潅水等に下水道

処理水を利用する｡

機能高度化促進事業
(新技術活用型)

荒尾市
公共下水道

Ｈ13～Ｈ16 125
短時間で多量の汚泥濃縮処理が可能なベルト型ろ
過濃縮システムの実用化を行う｡

水環境創造事業 (水環境再生型)
熊本市

公共下水道
Ｈ13～Ｈ17

936
(見込み)

西部浄化センターの処理水を､ 水不足に悩まされ
ている周辺地区に供給し､ 地下水の代替水源とし
て活用することで､ 地下水保全を図る｡

水環境創造事業 (水循環再生型)
加勢川第６排水区 (東町地区)
雨水貯留浸透事業
“ウォーター・コントロール・
スクラム事業”

熊本市
公共下水道

Ｈ16～Ｈ19
240

(見込み)

東町地区内の国､ 県､ 市等の各施設に対し､ 管
理協定を結び排水区内の各施設管理者と自治会を
中心とした市民に流出抑制への協働 (スクラム)
を促して､ 地域ぐるみで浸水解消を図るとともに
地下浸透を推進して水循環社会の構築を目指す｡
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八代市

貯水池には､ コイ､ フナ､ タップ
ミノウ等を飼育し市民の親水的貯水
池として､ また管理用道路は古麓歴
史自然遊歩道と結ぶ遊歩道の役目を
もたせ､ 八代市におけるレクレーショ
ンゾーンとして整備しています｡

(八代麓川貯水作戦)

旧) 水循環・再生下水道モデル事業

水環境創造事業(水循環再生型)

菊陽町

(阿蘇の砂礫層利用の雨水浸透式下水道)

本地区の地質構成は､ 阿蘇火山の
噴火によるもので､ 地下6.7ｍ～13.7
ｍに層をなす火砕流による礫層は浸
透性大で､ 同地層を利用して浸透式
調整池及び同マンホール方式により
雨水処理を行うものです｡

旧) 下水道雨水貯留浸透事業
水環境創造事業(水循環再生型)

荒尾市

近年､ 汚泥中有機分の増加､ 長距
離送泥中の汚泥腐敗等による既存設
備の濃縮性能の低下を受け､ 新しい
濃縮システムの開発に取り組みまし
た｡
H13～14年度において､ ベルト型

ろ過濃縮システムの実用化研究を実
施し､ H15～16年度､ 実設備を導入
し性能評価研究を行いました｡

機能高度化促進事業
(新技術活用型)

ベルト型ろ過濃縮機
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① 人の健康の保護に関する環境基準

② 生活環境の保全に関する環境基準 河川 (湖沼を除く)

水質汚濁に係わる環境基準 (昭和46環告59号)

項
目

類
型

利 用目的の

適 応 性

基 準 値

該当水域
水素イオン
濃度
(ph)

生物化学的
酸素要求量
(ＢＯＤ)

浮遊物質量

(ＳＳ)

溶存酸素量

(ＤＯ)
大腸菌群数

ＡＡ
水道１級・自然環境保全及
びＡ以下の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

1㎎／�
以下

25㎎／�
以下

7.5㎎／�
以上

50ＭＰＮ／
100�以下

別に環境大
臣又は都道
府県知事が
水域類型ご
とに指定す
る水域

Ａ
水道２級・水産１級・水浴
及びＢ以下の欄に掲げるも
の

6.5以上
8.5以下

2㎎／�
以下

25㎎／�
以下

7.5㎎／�
以上

1,000ＭＰＮ／
100�以下

Ｂ
水道３級・水産２級及びＣ
以下の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

3㎎／�
以下

25㎎／�
以下

5㎎／�
以上

5,000ＭＰＮ／
100�以下

Ｃ
水産３級・工業用水１級及
びＤ以下の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

5㎎／�
以下

50㎎／�
以下

5㎎／�
以上

―

Ｄ
工業用水２級・農業用水及
びＥの欄に掲げるもの

6.0以上
8.5以下

8㎎／�
以下

100㎎／�
以下

2㎎／�
以上

―

Ｅ 工業用水３級環境保全
6.0以上
8.5以下

10㎎／�
以下

ごみ等の浮遊
が認められな
いこと

2㎎／�
以上

―

項 目 基 準 値 項 目 基 準 値

カ ド ミ ウ ム 0.01㎎／�以下 1・1・1―トリクロロエタン 1㎎／�以下

全 シ ア ン 検出されないこと 1・1・2―トリクロロエタン 0.006㎎／�以下

鉛 0.01㎎／�以下 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.03㎎／�以下

六 価 ク ロ ム 0.05㎎／�以下 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01㎎／�以下

砒 素 0.01㎎／�以下 1 ・ 3 ― ジクロロプロペン 0.002㎎／�以下

総 水 銀 0.0005㎎／�以下 チ ウ ラ ム 0.006㎎／�以下

ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと シ マ ジ ン 0.003㎎／�以下

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 検出されないこと チ オ ベ ン カ ル ブ 0.02㎎／�以下

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02㎎／�以下 ベ ン ゼ ン 0.01㎎／�以下

四 塩 化 炭 素 0.002㎎／�以下 セ レ ン 0.01㎎／�以下

1 ・ 2 ― ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004㎎／�以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10㎎／�以下

1 ・ 1 ― ジクロロエチレン 0.02㎎／�以下 ふ っ 素 0.8㎎／�以下

シス―1・2―ジクロロエチレン 0.04㎎／�以下 ほ う 素 1㎎／�以下

第４章 水質の管理

１ 環境関係法と下水道法との関係

公共用水域の望ましい環境基準は､ 環境基本法で公共水域に一律で適用される ｢人の健康の

保護に関する環境基準｣ と県知事が水域ごとに類型を指定する ｢生活環境の保全に関する環境

基準｣ の２つに区分し､ 定めてあります｡

また､ 事業場 (工場等) から下水道に排出する場合の排出基準は下水道法により､ 下水道終

末処理場から排出する放流水は水質汚濁防止法の適用を受けます｡

(詳細は ｢熊本県環境保全関係基準集｣を参照)
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下 水 排 除 基 準
対象者

対象物質又は項目

終末処理場を設置している公共下水道の使用者

直 罰 基 準
除害施設設置基準

50�／日以上 50�／日未満

政

令

で

定

め

る

基

準

有

害

物

質

カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.1 0.1 0.1

シ ア ン 化 合 物 1 1 1

有 機 燐 化 合 物 1 1 1

鉛 化 合 物 0.1 0.1 0.1

六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.5 0.5 0.5

砒 素 及 び そ の 化 合 物 0.1 0.1 0.1

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 0.005 0.005

ア ル キ ル 水 銀 化 合 物 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 0.003 0.003 0.003

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.3 0.3 0.3

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1 0.1 0.1

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.2 0.2 0.2

四 塩 化 炭 素 0.02 0.02 0.02

１ ・ ２ ― ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.04 0.04 0.04

１ ・ １ ― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.2 0.2 0.2

シ ス ― １ ・ ２ ― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.4 0.4 0.4

１ ・ １ ・ １ ― ト リ ク ロ ロ エ タ ン 3 3 3

１ ・ １ ・ ２ ― ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0.06 0.06 0.06

１ ・ ３ ― ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0.02 0.02 0.02

チ ウ ラ ム 0.06 0.06 0.06

シ マ ジ ン 0.03 0.03 0.03

チ オ ベ ン カ ル ブ 0.2 0.2 0.2

ベ ン ゼ ン 0.1 0.1 0.1

セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0.1 0.1 0.1

ダ イ オ キ シ ン 類 10pg�TEQ�� 10pg�TEQ�� 10pg�TEQ��

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物 (陸域)10(海域)230 (陸域)10(海域)230 (陸域)10(海域)230

ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 (陸域)8(海域)15 (陸域)8(海域)15 (陸域)８(海域)15

環

境

項

目

等

ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物 2 ― 2

銅 及 び そ の 化 合 物 3 ― 3

亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 5 ― 5

フ ェ ノ ー ル 類 5 ― 5

鉄 及 び そ の 化 合 物 (溶解性)10 ― 10

マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 (溶解性)10 ― 10

条

例

で

定

め

る

基

準

アンモニア性窒素・亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 380(125) 380(125) 380(125)

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 ( Ｂ Ｏ Ｄ ) 600(300) ― 600(300)

浮 遊 物 質 量 ( Ｓ Ｓ ) 600(300) ― 600(300)

ノルマルヘキサン抽出物質
鉱 油 5 ― 5

動 植 物 油 30 ― 30

窒 素 含 有 量 240(150) ― 240(150)

燐 含 有 量 32(20) ― 32(20)

水 素 イ オ ン 濃 度 ( Ｐ Ｈ ) 5～9(5.7～8.7) ― 5～9(5.7～8.7)

温 度 ― ― 45℃(40℃)

沃 素 消 費 量 ― ― 220

２ 下水道法における排除基準

下水道法では､ 下水道からの放流水の水質確保や下水道施設の機能の維持と施設を保全する

目的として､ 下水道を使用する事業場等に対して､ 下水道への排除基準を定めております｡
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(備考) 1. 単位はｐＨ､ 温度､ ダイオキシン類を除きすべてmg／�です｡
2. ＢＯＤ､ ＳＳ､ ｐＨ､ 温度､ 窒素含有量､ 燐含有量に係る( )内の数値は製造業又はガス供給業に適用します｡
3. 下水排除基準を越える(ＢＯＤ､ ＳＳ､ 窒素含有量､ 燐含有量､ 温度､ 沃素消費量についてはこの基準以上､ ｐＨについ
てはこの基準の下限以下又は上限以上)水質の下水が基準に適合しない下水です｡



【下水道法第８条､ 施行令第６条】 (放流水の水質の技術上の基準)

【放流水の概要図】

公共用水域
環境基準

(環境基本法第16条)

下水道処理区域

●終末処理場からの放流水を
基準に適合させるための規制
(下水道法第12条)

●下水道の機能を保全するための規制
除害施設の設置義務
(施行令第9条に伴う条例)

特定事業場

特定事業場

排水基準
(水質汚濁防止法第３条)

県条例
(上乗せ基準)

下水道終末処理場

排水基準
(水質汚濁防止法第３条・下水道法第８条)

水素イオン濃度

(水素指数)

生物化学的酸素要求量

窒素含有量及び燐含有量

浮遊物質量

(単位１リットルにつき

ミリグラム)

大腸菌群数

(単位1立方センチメー

トルにつき個)

5.8以上

8.6以下

施行令第５条の６第２項

に規定する計画放流水質

に適合する数値

40以下 3,000以下

この表に掲げる数値は､ 国土交通省令､ 環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする｡

３ 放流水の水質の基準

水質汚濁防止法では､ 下水道の終末処理施設を特定施設と定め､ その放流水に対し､ 前述の

環境基準を守るため､ 同法が定める一律排水基準 (�記載の下水排除基準として定めるカドミ

ウム及びその化合物以下､ ふっ素及びその化合物までの有害物質の項目) 及び県条例による水

域別の上乗せ排水基準 (生活環境項目) を設けています｡

また､ 下水道法では次のように放流水の水質の技術上の基準を定めています｡
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第５章 執行体制
(本表はH17.12.1時点のものです)

都市名 部 課 名 住 所・係 名 (内線番号) 電話・ＦＡＸ番号

熊本県

土木部 下水道課

〒862-8570 熊本市水前寺6丁目18-1 TEL 096-333-2529(管)
096-333-2530(計)
096-333-2531(指)

FAX 096-385-7398
管理係 計画係 指導係

熊本土木事務所
企画調査課

工務一課

〒862-0901 熊本市東町3丁目11-63 TEL 096-367-1111
096-367-1586(直)
FAX 096-368-4660

都市環境
整備係
(318)

八代地域振興局 土木部
〒866-8555 八代市西片町1660 TEL 0965-33-3111

0965-33-4148(直)
FAX 0965-33-4051

工務課
(318)

企画調査
景観課

球磨地域振興局 土木部
〒868-8503 人吉市西間下町86-1 TEL 0966-24-4111

0966-22-5552(直)
FAX 0966-24-2733

工務課
(318)

企画調査課
(513)

(

財)

熊
本
県
下
水
道
公
社

本社
〒861-5513 熊本市鶴羽田町12-1

TEL 096-245-1121
FAX 096-245-4535総務課

熊本北部浄化センター
〒861-5513 熊本市鶴羽田町12-1

TEL 096-245-1121
FAX 096-245-4535管理課

球磨川上流浄化センター
〒868-0302 球磨郡錦町大字一武字平岩70-1

TEL 0966-38-0279
FAX 0966-38-5028管理課

八代北部浄化センター
〒869-4204 八代郡鏡町芝口11番割551

TEL 0965-67-7335
FAX 0965-67-7336管理課

熊本市

下水道管理課

都市整備局下水道部 下水道計画課

下水道建設課

〒860-8601 熊本市手取本町1-1
TEL 096-328-2555

TEL 096-328-2560

TEL 096-328-2565
FAX 096-351-2184

庶務係
(2555)

料金係
(2557)

水質指導係
(2558)

管理係
(2559)

計画係
(2560)

調査係
(2561)

事業調整係
(2562)

工事1係
(2568)

工事2係
(2566)

施設係
(2567)

維持補修センター 〒860-0055 熊本市蓮台寺5丁目7-35
TEL 096-353-5366
FAX 096-353-3114

中部浄化センター 〒860-0055 熊本市蓮台寺5丁目7-2
TEL 096-356-6600
FAX 096-356-6600

東部浄化センター 〒8601-2105 熊本市秋津町秋田鳥飼536
TEL 096-369-6401
FAX 096-369-6401

南部浄化センター 〒861-4105 熊本市元三町4-1-1
TEL 096-357-2455
FAX 096-357-2455

西部浄化センター 〒861-5273 熊本市沖新町4944-3
TEL 096-329-0707
FAX 096-329-0707

八代市

下水道管理課
建設部 下水道建設課

〒866-8601 八代市松江城町1-25 TEL 0965-33-4111
0965-33-4147(直)
FAX 0965-32-1395

業務係
(2703)

維持管理係
(2702)

経営係
(2706)

計画係
(2706)

建設係
(2707)

(鏡支所)
建設課

〒869-4202 八代市鏡町内田453-1 TEL 0965-52-1111
0965-52-5276(直)
FAX 0965-52-8123

下水道係
(261)

(千丁支所)
建設部

〒869-4703 八代市千丁町新牟田1502-1 TEL 0965-46-1101
0965-46-1104(直)
FAX 0965-46-2010

下水道係
(41)

八代市水処理センター 〒866-0034 八代市新港町3-1
TEL 0965-37-1600
FAX 0965-37-1601
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都市名 部 課 名 住 所・係 名 (内線番号) 電話・ＦＡＸ番号

人吉市
業務課

水道局 施設課

〒868-0085 人吉市中神町1345-1

TEL 0966-22-6737(直)
FAX 0966-24-5929

下水道係
(6112)

建設係
(6121)

維持係
(6123)

荒尾市

建設部 下水道課

〒864-8686 荒尾市宮内出目390 TEL 0968-63-1522(管･維)
0968-63-1529(建)

FAX 0968-64-0940
管理係
(247)

建設係
(246)

維持係
(248)

荒尾市浄水センター 〒864-0051 荒尾市大島町4-1-73 TEL 0968-64-1558
FAX 0968-64-2558

水俣市

産業建設部 下水道課

〒867-8555 水俣市陣内1-1-1 TEL 0966-61-1627(総)
0966-61-1626(建･計)

FAX 0966-63-1116
総務係
(272)

建設係
(274)

計画管理係
(274)

水俣市浄化センター 施設管理係 〒867-0062 水俣市築地11-50 TEL 0966-63-7227
FAX 0966-63-7227

玉名市

企業局 下水道課

〒869-0292 玉名市岱明町野口2129

TEL 0968-57-4400
FAX 0968-57-2248

庶務普及係 建設係 維持管理係 排水浄化係

玉名市浄化センター 〒866-0052 玉名市松木43-1

本渡市
建設部 下水道課

(本渡市浄化センター)

〒863-0013 本渡市今釜新町3543

TEL 0969-23-3498
FAX 0969-23-3499

庶務係 工務係 施設管理係

山鹿市
環境部 下水道課

(山鹿浄水センター)

〒861-0501 山鹿市山鹿2057

TEL 0968-43-1198
FAX 0968-44-1894

業務係 公共工務係 農集工務 管理係

菊池市

建設部 下水道課

〒861-1392 菊池市隈府888

TEL 0968-25-1111
FAX 0968-25-5398

管理係
(3251)

公共下水道係
(3252)

農業集落排水係
(3254)

菊池市浄水センター 〒863-1311 菊池市赤星1818 TEL 0968-24-0843
FAX 0968-24-0841

泗水浄化センター 〒861-1212 菊池市泗水町豊水2701 TEL 0968-38-2758
FAX 0968-38-6347

七城中央浄化センター 〒861-1356 菊池市七城町加恵権現給959-1

宇土市
建設部 下水道課

(宇土終末処理場)

〒869-0452 宇土市高柳町138

TEL 0964-23-2371
FAX 0964-23-2370

管理係 建設係

上天草市

建設部 下水道課

〒861-6102 上天草市松島町合津3538-3

TEL 0969-56-1111
FAX 0969-56-3190(2212)

上天草市合津終末処理場 〒861-6102 上天草市松島町合津4276-387 TEL 096-345-7011
FAX ―

宇城市

土木部 下水道課

(松橋不知火浄水管理センター)

〒869-0541 宇城市松橋町東松橋701-1

TEL 0964-32-1020
FAX 0964-32-0966

庶務係
(205)

管理係
(208)

工務係
(205)

(小川支所)
水道課

〒869-0696 宇城市小川町江頭100

TEL 0964-43-1111
FAX 0964-43-0110

下水道係
(142)

水道係

阿蘇市
下水道課

(阿蘇市浄化センター)

〒869-2302 阿蘇市三久保64-1

TEL 0967-32-3200
FAX 0967-32-3502

管理係 業務係 維持係
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都市名 部 課 名 住 所・係 名 (内線番号) 電話・ＦＡＸ番号

城南町
下水道課

〒861-4202 下益城郡城南町大字宮地1050

TEL 0964-28-3111
FAX 0964-28-7010

工務係
(231)

管理係
(233)

城南町浄化センター 〒861-4236 下益城郡城南町島田地内
TEL 0964-58-2005
FAX ―

富合町 建設課
〒861-4197 下益城郡富合町清藤405-3

TEL 096-357-4111
FAX 096-358-0110

下水道班
(243)

長洲町
上下水道課

(長洲町浄化センター)

〒869-0112 玉名郡長洲町姫ヶ浦2

TEL 0968-78-3515
FAX 0968-78-1826

下水道室
(22)

経営管理室
(21)

植木町 環境整備課
〒861-0195 鹿本郡植木町岩野238-1 TEL 096-272-1111

096-272-1116(直)
FAX 096-215-3322

下水道係

大津町
下水道課

(大津町浄化センター)

〒869-1221 菊池郡大津町陣内1523 TEL 096-293-9511
096-293-5679(直)

FAX 096-293-9512
管理係

公共
下水道係

農業集落
排水係

施設係

菊陽町 下水道課
〒869-1192 菊池郡菊陽町大字久保田2800 TEL 096-232-2111

096-232-2164(直)
FAX 096-232-5612

業務係
(441)

工務一係
(443)

工務二係
(443)

合志町 都市計画課
〒861-1195 菊池郡合志町竹迫2140 TEL 096-248-1111

096-248-1534(直)
FAX 096-248-1196

下水道係

西合志町
下水道課

〒869-1193 菊池郡西合志町御代志1661-1 TEL 096-242-1111
096-242-3129(直)

FAX 096-242-4616
庶務係
(253)

業務係
(255)

西合志町浄化センター 〒861-1102 菊池郡西合志町須屋607-2
TEL 096-345-7011
FAX 096-345-0999

御船町
下水道課

〒861-3296 上益城郡御船町大字御船995-1

TEL 096-282-1111
FAX 096-282-2803

下水道係
(262)

御船浄水センター 〒861-3204 上益城郡御船町大字木倉7744
TEL 096-282-0618
FAX 096-282-0618

嘉島町 建設課
〒861-3192 上益城郡嘉島町上島530 TEL 096-237-1111

096-237-2619(直)
FAX 096-237-2359

下水道係 建設係

益城町
下水道課

(益城町浄化センター)

〒861-2232 上益城郡益城町大字馬水1194-2

TEL 096-286-1131
FAX 096-286-1656

管理係 工務係

菊水町 建設課
〒865-0136 玉名郡菊水町江田3886

TEL 0968-86-3111
FAX 0968-86-4215

建設係
(223)

管理係
(212)

南関町 建設課
〒861-0803 玉名郡南関町関町1316

TEL 0968-53-1111
FAX 0968-53-2021

水道係
(253)

南小国町 産業振興課 建設班
〒869-2492 阿蘇郡南小国町赤馬場143

TEL 0967-42-1111
FAX 0967-42-1122

下水道係 水道係

氷川町
下水道課

〒869-4814 八代郡氷川町島地642 TEL 0965-52-7111
0965-52-5862(直)

FAX 0965-52-3939
下水道係
(147)

宮原浄化センター 〒869-4607 八代郡氷川町拵293-2
TEL 0965-62-3617
FAX 0965-62-3617
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都市名 部 課 名 住 所・係 名 (内線番号) 電話・ＦＡＸ番号

錦 町 生活環境課
〒868-0392 球磨郡錦町大字一武1587 TEL 0966-38-1111

0966-38-4949(直)
FAX 0966-38-1575

下水道係
(283)

多良木町 水道課
〒868-0595 球磨郡多良木町大字多良木1648

TEL 0966-42-6111
FAX 0966-42-2293

下水道係
(253)

湯前町 建設課
〒868-0621 球磨郡湯前町1989-1

TEL 0966-43-4111
FAX 0966-43-3013

下水道係
(223)

水上村 建設課
〒868-0795 球磨郡水上村大字岩野90 TEL 0966-44-0311

0966-44-0315(直)
FAX 0966-44-0662

建設係

あさぎり町 下水道課
〒868-0408 球磨郡あさぎり町免田東1199 TEL 0966-45-1111

0966-45-7223(直)
FAX 0966-45-7230

下水道係
(221)

施設管理係
(221)

苓北町
上下水道課

〒863-2503 天草郡苓北町志岐660

TEL 0969-35-1111
FAX 0969-35-2454

下水道係
(129)

苓北町富岡浄化センター 〒863-2507 天草郡苓北町富岡3396-1
TEL 0969-35-2545
FAX 0969-35-2546

天草町
環境水道課

〒863-2895 天草郡天草町高浜乙第721-9

TEL 0969-42-1111
FAX 0969-42-1201

環境整備係
(180)

水道係

下田浄化センター 〒863-2803 天草郡天草町下田北2412-2

河浦町
環境水道課

〒863-1202 天草郡河浦町河浦5225

TEL 0969-76-1111
FAX 0969-76-1349

下水道係
(52)

一町田浄化センター 〒863-1202 天草郡河浦町河浦1827-1

合志西合志
下水道組合

事務局

(塩浸川浄化センター)

〒861-1113 菊池郡合志町栄1447-1

TEL 096-242-3411
FAX 096-242-3372

総務係 業務係
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古紙配合率100％再生紙を使用しています
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